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情報公開・個人情報保護審査委員会御中

最高裁判所事務総長

理由説明書

苦情申出人は、大阪家庭裁判所（以下「原判断庁」 という。 ）がした不開示の判

断に対し、本件対象文書につき、司法行政目的での取得がないかどうかが不明であ

る旨主張しているが、下記のとおり当該判断は相当であると考える。

記

1 開示申出の内容

専門職後見人の複数選任事案における申合せ（平成29年9月11日付）

2 原判断庁の判断内容

原判断庁は、 1の開示の申出に対し、令和6年6月28日付けで不開示の判断

（以下「原判断」 という。 ）を行った。

3 最高裁判所の考え方及びその理由

（1） 司法行政文書開示手続の対象となる司法行政文書は、裁判所の職員が職務上

作成し、又は取得した司法行政事務に関する文書、図画及び電磁的記録であっ

て、裁判所の職員が組織的に用いるものとして裁判所が保有しているものであ

り、裁判事務に関する文書は含まれない。

本件開示申出に係る文書（以下「本件開示申出文書」 という。 ）は、その内

容が専門職後見人の複数選任という裁判手続に密接に関連する事項について、

裁判官等関係者が申合せを行った結果を記載したものであり、その性質上専ら

裁判事務のために用いるものである。そして、当該文書は大阪家庭裁判所家事

第4部後見センターで作成され、同後見センターにおいてのみ保有している文



書である。 したがって、本件開示申出文書は裁判事務に関する文書であり、司

法行政文書開示手続の対象とはならない。

(2) 苦情申出人は、本件開示申出文書について事務局や訟廷において司法行政事

務処理の目的で取得がないかどうか不明である旨主張するが、当該文書の内容

に照らすと、原判断庁において、本件開示申出文書を司法行政事務処理の目的

で取得することは想定し難いことからすると、苦情申出人の主張には理由がな

い。

(3) よって、原判断は相当である。


